








物価高騰対応重点支援給付金のうち、定額減税補足給付金（調整給付）の給付費を追加するもの。

＜定額減税補足給付金（調整給付）＞

１ 給付対象者

令和６年１月１日に住民登録のある以下の者 ※令和６年度個人住民税課税団体が給付主体となる。

（１）扶養親族を含めた定額減税可能額が、令和６年推計所得税額又は令和６年度分個人住民税所得割額を上回る者

⇒令和６年４月補正予算では、給付対象者数 50,000人を想定したが、
①算定ツールにより算出された数値（死亡者除外） ＋5,415人
②期限後申告等により新たに対象者となる見込み ＋1,917人

さらに＋7,332人 分の対象者が増加見込み（計 57,332人）

２ 給付額

定額減税可能額が、令和６年推計所得税額又は令和６年度分個人住民税所得割額を上回る額の合算額（１万円未満切上げ）

※定額減税可能額については、減税対象人数に所得税分は３万円、個人住民税所得割分は１万円を乗じた額

⇒令和６年４月補正予算では、給付総額 1,800,000千円を想定したが、上記の対象者増に伴う再計算の結果、
①算定ツールにより算出された数値（死亡者除外） ＋464,750千円
②期限後申告等により新たに対象者となる見込み ＋63,580千円

さらに＋528,330千円 分の給付額が増加見込み（計 2,328,330千円）

※修正申告等による税額変更や令和６年所得税額確定等の時点で給付額や減税額に不足が生じる場合は追加支給することとされて

いるが、過大となった場合については返還は要しないこととされている。


